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2025 年 11 月 27 日 

各 位 

会  社  名 デ ー タ セ ク シ ョ ン 株 式 会 社 

代 表 者 名 代表取締役社長執行役員CEO 石原 紀彦 

 （コード番号：3905 東証グロース） 

問い合わせ先          法務部長 野澤 祐一 

 TEL. 050-3649-4858 

 

その他の関係会社の異動に関するお知らせ 

 

 2025 年 11 月 17 日付で当社の「その他の関係会社」に異動がありましたので、下記のとおりお知らせい

たします。 

記 

１．異動が生じた経緯 

2025 年 11 月 25 日付（報告義務発生日 2025年 11 月 17 日）で、以下の株主より大量保有報告書（変更

報告書 No.２）が関東財務局に提出されたため、当社の「その他の関係会社」の異動を確認いたしました。 

2025 年 11 月 17 日付で First Plus Financial Holdings PTE. LTD.（以下、「First Plus社」といいま

す。）による当社第 23 回新株予約権（以下、「本新株予約権」といいます。）の一部行使（2,990,000 株分）

がなされましたが、これに先立ち同日付で当該主要株主とアースエレメンツ・キャピタル株式会社（以下、

「アースエレメンツ・キャピタル社」といいます。）との間で、本新株予約権の行使により取得した当該株

式にかかる議決権等行使等権限の委任契約（以下、「本委任契約」といいます。）が締結されており、その結

果、アースエレメンツ・キャピタル社の所有する議決権の数が 20％以上となったことから、当社の「その

他の関係会社」に異動が生じることとなりました。 

 また、First Plus 社より、同社とアースエレメンツ・キャピタル社との間において本委任契約が締結さ

れた理由について、本新株予約権の行使により取得する当社株式にかかる議決権等行使等権限を保持する

意向が無く、早期に当社の事業運営に必要な資金を拠出するために、当該議決権等行使等権限をアースエ

レメンツ・キャピタル社に委任することとした旨の説明を受けております。これに加え、First Plus 社よ

り、First Plus 社の指示、命令又は示唆に服さない第三者であることから、アースエレメンツ・キャピタ

ル社を当該議決権等行使等権限の委任先として選定した旨の説明を受けております。 

 2025 年 11 月４日付で公表いたしました「主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知ら

せ」及び 2025 年 11 月 13 日付で公表いたしました「主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関する

お知らせ」に記載のとおり、アースエレメンツ・キャピタル社が所有する当社議決権の全ては、First Plus

社から議決権等行使等権限の委任を受けたものであります。 

 

２．アースエレメンツ・キャピタル社の概要 

（１） 名 称 アースエレメンツ・キャピタル株式会社 

（２） 所 在 地 東京都港区赤坂９丁目６番 28号 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役 清水 政宏 

（４） 事 業 内 容 コーポレートアドバイザリー業務 

投資事業有限責任組合、匿名組合の組成・管理・運用 
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（５） 資 本 金 1,000 万円 

（６） 設 立 年 月 日 2015 年６月２日 

（７） 当 社 と 当 該 株 主 

と の 関 係 

資本関係 同社は当社の議決権を 75,580 個（議決権所有割合

25.59％）所有しております。 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 該当事項はありません。 

（注）「直前事業年度の純資産及び総資産」、「大株主及び持株比率」については、非公開で入手できないた

め、記載しておりません。 

 

３．異動前後におけるアースエレメンツ・キャピタル社の所有する議決権の数及び議決権所有割合 

 属性 議決権の数（議決権所有割合） 

直接所有分 合算対象分 合計 

異動前 

（2025 年 11 月 16 日現在） 

主要株主である 

筆頭株主 

45,680 個 

（17.21％） 

0 個 

（0.00％） 

45,680 個 

（17.21％） 

異動後 

（2025 年 11 月 17 日現在） 

主要株主である 

筆頭株主 

その他の関係会社 

75,580 個 

（25.59％） 

0 個 

（0.00％） 

75,580 個 

（25.59％） 

（注）１．議決権所有割合は、小数点以下第３位を切り捨てしております。 

２．異動前の総株主の議決権の数に対する割合は、2025 年 11 月 16 日現在の発行済株式総数

26,671,051 株から、2025 年９月 30 日現在の議決権を有しない株式数 128,751 株を控除した数

に係る議決権の数 265,423 個を分母として算出しております。 

３．異動後の総株主の議決権の数に対する割合は、2025 年 11 月 17 日現在の発行済株式総数

29,661,051 株から、2025 年９月 30 日現在の議決権を有しない株式数 128,751 株を控除した数

に係る議決権の数 295,323 個を分母として算出しております。 

４．アースエレメンツ・キャピタル社が所有する議決権の全ては、First Plus 社から議決権等行使

等権限を委任されたものであります。 

 

４．開示対象となる非上場の親会社等の変更の有無等 

  新たにアースエレメンツ・キャピタル社が該当いたします。 

 

５．今後の見通し 

該当事項はありません。 

以上 


